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○尾道市営墓園・墓地条例施行規則 

平成17年12月21日 

規則第154号 

改正 平成20年３月31日規則第58号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、尾道市営墓園・墓地条例（平成17年条例第217号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用者の決定） 

第２条 市長は、墓所を使用させようとするときは、特別の事由がある場合を除くほか、墓

園等の名称、位置、墓所の数その他必要な事項を公示して、墓所を使用しようとする者を

募集するものとする。 

２ 市長は、前項の募集の結果、墓所の使用申請者の数が使用させることができる墓所の数

を超える場合は、必要緊急性のある者を優先し、その他の者は抽せんにより使用する者（次

項において「当せん者」という。）を決定する。 

３ 前項により当せん者を決定した場合において、市長は、補欠者若干人とその順位を定め

ることができるものとし、決定した当せん者が使用の辞退その他の理由により墓所を使用

しなくなったときは、補欠者の中からその順位に従い、当該墓所を使用させる者を決定す

るものとする。 

４ 補欠者の資格の有効期限は、当該墓園等の次期公募の公示の日までとする。 

５ 市長は、第１項の募集の結果、墓所の使用申請者の数が使用させることができる墓所の

数に満たなかった場合は、公募によらないで墓所を使用させる者を決定することができる。 

（使用の特例） 

第３条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合に備えて、あらかじめ墓園等内

の一部の墓所を確保し、必要に応じ、当該墓所を使用し、又は使用させることができる。 

(1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第９条第１項又は行旅病人及行

旅死亡人取扱法（明治32年法律第93号）第７条第１項の規定により使用する場合 

(2) 条例第13条第３項の規定により墓所を返還させる際の代替地を交付する場合 

(3) 条例第15条の規定による墓所の改葬等のために使用する場合 

(4) 都市計画事業その他の公共事業の施行に伴い、墳墓の移転を要する者に使用させる

場合 

２ 前項の規定により墓所を確保するときは、市長は、墓園等の名称、位置、墓所の区画、
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理由その他必要な事項を公示しなければならない。 

（使用許可の申請） 

第４条 条例第５条の規定により墓所の使用許可を受けようとする者は、尾道市墓園・墓地

使用許可申請書（別記様式第１号）に住民票の写し又は戸籍謄抄本を添付して、市長に申

請しなければならない。 

（使用許可証） 

第５条 市長は、墓所の使用を許可したときは、尾道市墓園・墓地使用許可証（別記様式第

２号。以下「使用許可証」という。）を申請者に交付する。 

２ 前項の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、使用許可証を紛失又は汚損

したときは、尾道市墓園・墓地使用許可証再交付申請書（別記様式第３号）により市長に

申請し、再交付を受けなければならない。 

３ 使用者は、その住所、本籍又は氏名を変更したときは、尾道市墓園・墓地使用許可事項

変更届出書（別記様式第４号）に、使用許可証及び住民票の写し若しくは戸籍謄抄本又は

変更事項を証明する書類を添付して、変更の日から10日以内に市長に届け出て、使用許

可証の訂正を受けなければならない。 

（工作物等の設置） 

第６条 条例第６条の規定により工作物等の設置又は改造の許可を受けようとする者は、尾

道市墓園・墓地工事着手許可申請書（別記様式第５号）に、使用許可証及び設計図書を添

付して、工事の開始日の10日前までに市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該工作物等が市長が定める基準の範囲内で、墓

園等の美観及び隣接する墓所に支障がないと認められるときは、これを許可するものとす

る。 

３ 使用者は、第１項の工事が完成したときは、直ちに尾道市墓園・墓地工事完了届出書（別

記様式第６号）により、市長に届け出なければならない。 

４ 使用者は、市の設置した境界杭、縁石等を移動若しくは撤去し、又は盛土により墓所を

高くしてはならない。 

（埋蔵等の届出） 

第７条 使用者は、埋葬、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、墓地、埋葬等に関す

る法律第８条の規定により交付を受けた埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を市長に

提出しなければならない。 

（使用料等の減免） 
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第８条 条例第９条の規定により使用料及び管理料の減額又は免除を受けようとする者は、

尾道市墓園・墓地使用料等減免申請書（別記様式第７号）に、その理由を証明する書類を

添付して、市長に申請しなければならない。 

（使用料等の還付） 

第９条 条例第10条ただし書により使用料等の還付を請求しようとする者は、尾道市墓

園・墓地使用料等還付請求書（別記様式第８号）により市長に申請しなければならない。 

２ 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める使用料等を還付する。 

(1) 使用者が、使用許可を受けた後３年以内に墓所が不要になり、返還したとき 既納

の使用料の半額及び返還した日の属する月の翌月以後の管理料 

(2) 市長が、条例第13条第３項の規定により使用者に墓所の返還を命じ、代替地を交付

しないとき 既納の使用料のうち市長が定める額及び返還した日の属する月の翌月以

後の管理料 

（使用権の承継） 

第10条 条例第11条第２項の規定により墓所を使用する権利の承継の承認を受けようとす

る者は、尾道市墓園・墓地使用権承継承認申請書（別記様式第９号）に、前使用者の使用

許可証及び承継理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請について承継を承認したときは、使用許可証の内容を変更し、申請

者に交付するものとする。 

（代理人） 

第11条 使用者が市外に住所を有するとき又は市外に住所を移したときは、市内に住所を

有する者の中から代理人を選定しなければならない。ただし、使用者が次の表に掲げる市

町に住所を有するとき又は住所を移したときは、この限りでない。 

広島県 三原市、福山市、府中市、世羅郡世羅町 

愛媛県 今治市、越智郡上島町 

２ 前項の代理人は、次に掲げる事項を処理するものとする。 

(1) 墓所内の清掃 

(2) 墓所内の工作物等の損傷があった場合における補修等の緊急的な対応 

３ 第１項の規定により代理人を選定したときは、尾道市墓園・墓地代理人選定届出書（別

記様式第10号）に、代理人の承諾書及び住民票を添付して、市長に届け出なければなら

ない。代理人を変更する場合も同様とする。 

（墓地の返還） 
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第12条 条例第14条第１項の規定により墓地を返還しようとする者は、尾道市墓園・墓地

返還届出書（別記様式第11号）に使用許可証を添付して、市長に届け出なければならな

い。 

（管理人） 

第13条 墓園の管理を行うため、管理人を置く。 

２ 管理人は、環境政策課長（以下「課長」という。）の指揮を受け、次に掲げる事務を処

理する。 

(1) 無断埋葬、埋蔵又は墓園の損傷等に注意し、墓園を常に良好な状態に管理すること。 

(2) 無断埋葬、埋蔵又は墓園の損傷その他墓園の管理上不都合な事件を発見したときは、

直ちに課長に報告すること。 

(3) 墓園内の通路、駐車場及び緑地を清掃すること。 

（平20規則58・一部改正） 

（委任） 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成18年１月10日から施行する。 

付 則（平成20年３月31日規則第58号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第10条関係） 

様式第10号（第11条関係） 

様式第11号（第12条関係） 

 


